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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動軸の回転操作を要する遮蔽装置用の操作装置であって、
　１本の操作コードにおける引き操作を回転動作に変換するリールと、
　前記リールの一方の回転方向については入力ギヤに伝達するとともに、他方の回転方向
については前記入力ギヤに非伝達とするワンウェイクラッチと、
　前記他方の回転方向に前記リールを付勢して巻き上げ可能とする付勢手段と、
　前記入力ギヤに伝達される当該一方の回転方向について、前記駆動軸の回転方向を切り
替え可能に伝達する出力ギヤと、
　前記駆動軸の回転方向を切り替えるために前記入力ギヤを前記出力ギヤに対してスライ
ドによって相対移動可能に支持する支持手段と、
を備えることを特徴とする操作装置。
【請求項２】
　前記支持手段は、前記リール、前記ワンウェイクラッチ、前記付勢手段、及び前記入力
ギヤを支持するキャリアと、前記出力ギヤを支持し前記キャリアをスライドによって相対
移動可能に支持するケースと、を備えることを特徴とする、請求項１に記載の操作装置。
【請求項３】
　前記入力ギヤは１つの入力ベベルギヤからなり、前記出力ギヤは前記入力ベベルギヤと
個別に噛合可能な一対の入力ベベルギヤからなることを特徴とする、請求項１又は２に記
載の操作装置。
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【請求項４】
　前記付勢手段は、ぜんまいを用いて構成されていることを特徴とする、請求項１から３
のいずれか一項に記載の操作装置。
【請求項５】
　前記ケースに空洞状の操作棒が取着され、該操作棒内に当該操作コードが挿通された後
に当該操作コードの端部に操作つまみが取着され、
　当該操作コードの非操作時に、前記操作つまみが該操作棒の下端に当接する位置まで、
前記付勢手段が当該操作コードを前記リールにて巻き上げるよう構成されていることを特
徴とする、請求項２、或いは請求項２を引用する請求項３又は４に記載の操作装置。
【請求項６】
　前記支持手段は、前記入力ギヤにおける当該一方の回転方向について前記出力ギヤを介
して前記駆動軸の回転方向を切り替え可能に伝達する際に、当該切り替え位置を保持可能
とする手段を有することを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の操作装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動軸の回転方向の操作を要する遮蔽装置用の操作装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　駆動軸の回転方向の操作を要する遮蔽装置として、典型的には、横型ブラインドがある
。横型ブラインドは、ヘッドボックスから吊り下げられるラダーコードに支持された多数
段のスラットを昇降させたり、チルトさせたりすることによって、室内に取り込む日射量
の調整が可能となっている。
【０００３】
　例えば、ラダーコードの下端にボトムレールが配置され、ボトムレールに取着された昇
降コードをヘッドボックス内への引き込み、或いはヘッドボックスからの引き出しを行っ
て、ボトムレールを昇降させることによりスラットを昇降させることができる。
【０００４】
　このような横型ブラインドのうち、無端状の操作コードを用いた操作装置によりスラッ
トの昇降及び角度調節を行う横型ブラインドが知られている（例えば、特許文献１，２参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－３２４５７２号公報
【特許文献２】特開２０１６－１３８４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１，２のように、無端状の操作コードを用いた操作装置によりスラットの昇降
及び角度調節を行う横型ブラインドが知られている。このような横型ブラインドでは、１
つの駆動軸（シャフト）に昇降コード用の巻取ドラムとチルト操作用のチルトドラムを並
設させた支持部材がヘッドボックス内に配設され、操作装置では無端状の操作コードによ
る回転を駆動軸（シャフト）に伝達させる仕組みとなっている。
【０００７】
　しかしながら、無端状の操作コードでは垂下される実質２本のコードの操作となるため
、上昇又は下降、或いは正遮蔽又は逆遮蔽に関する誤った操作を行いやすくなり、操作者
にとって煩わしさを感じさせることもある。また、無端状の操作コードではその安全性の
観点からセーフティ機能を持たせることが要求されることもある。
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【０００８】
　このため、操作装置として、根本的に操作性・安全性を高めることができる技法が望ま
れる。
【０００９】
　本発明の目的は、上述の問題に鑑みて、操作性・安全性を高めた操作装置により、駆動
軸の回転方向の操作を要する遮蔽装置用の操作装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の遮蔽装置用の操作装置は、駆動軸の回転操作を要する遮蔽装置用の操作装置で
あって、１本の操作コードにおける引き操作を回転動作に変換するリールと、前記リール
の一方の回転方向については入力ギヤに伝達するとともに、他方の回転方向については前
記入力ギヤに非伝達とするワンウェイクラッチと、前記他方の回転方向に前記リールを付
勢して巻き上げ可能とする付勢手段と、前記入力ギヤに伝達される当該一方の回転方向に
ついて、前記駆動軸の回転方向を切り替え可能に伝達する出力ギヤと、前記駆動軸の回転
方向を切り替えるために前記入力ギヤを前記出力ギヤに対してスライドによって相対移動
可能に支持する支持手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の遮蔽装置用の操作装置において、前記支持手段は、前記リール、前記ワ
ンウェイクラッチ、前記付勢手段、及び前記入力ギヤを支持するキャリアと、前記出力ギ
ヤを支持し前記キャリアをスライドによって相対移動可能に支持するケースと、を備える
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の遮蔽装置用の操作装置において、前記入力ギヤは１つの入力ベベルギヤ
からなり、前記出力ギヤは前記入力ベベルギヤと個別に噛合可能な一対の入力ベベルギヤ
からなることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の遮蔽装置用の操作装置において、前記付勢手段は、ぜんまいを用いて構
成されていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の遮蔽装置用の操作装置において、前記ケースに空洞状の操作棒が取着さ
れ、該操作棒内に当該操作コードが挿通された後に当該操作コードの端部に操作つまみが
取着され、当該操作コードの非操作時に、前記操作つまみが該操作棒の下端に当接する位
置まで、前記付勢手段が当該操作コードを前記リールにて巻き上げるよう構成されている
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の遮蔽装置用の操作装置において、前記支持手段は、前記入力ギヤにおけ
る当該一方の回転方向について前記出力ギヤを介して前記駆動軸の回転方向を切り替え可
能に伝達する際に、当該切り替え位置を保持可能とする手段を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、駆動軸の回転方向の操作を要する遮蔽装置用の操作装置として、その
操作性・安全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による一実施形態の横型ブラインドの概略構成を示す正面図である。
【図２】本発明による一実施形態の横型ブラインドにおける操作装置の概略構成を示す斜
視図である。
【図３】本発明による一実施形態の横型ブラインドにおける操作装置の概略構成を示す分
解斜視図である。
【図４】（ａ）,（ｂ）は、それぞれ本発明による一実施形態の横型ブラインドにおける
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操作装置の操作状態を示す平面図である。
【図５】（ａ）乃至（ｄ）は、それぞれ本発明による一実施形態の横型ブラインドにおけ
る下降操作からボトムレール下限時のスラットを水平状態にするまでの一連の動作を示す
側面図である。
【図６】（ａ）乃至（ｄ）は、それぞれ本発明による一実施形態の横型ブラインドにおけ
る下限時のボトムレール４及びスラット３を水平状態か上昇させるまでの一連の動作を示
す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明による各実施形態の横型ブラインドを説明する。尚、本
願明細書中、図１に示す横型ブラインドの正面図に対して、図示上方及び図示下方をスラ
ットの吊り下げ方向に準じてそれぞれ上方向（又は上側）及び下方向（又は下側）と定義
し、図示左方向を横型ブラインドの左側、及び、図示右方向を横型ブラインドの右側と定
義して説明する。また、以下に説明する例では、図１に示す横型ブラインドの正面図に対
して、視認する側を前側（又は室内側）、その反対側を後側（又は室外側）とする。
【００１９】
（全体構成）
　駆動軸の回転方向の操作を要する遮蔽装置として、典型的には、横型ブラインドがある
。そこで、図１には、本発明による一実施形態の横型ブラインドの概略構成を示している
。本実施形態の横型ブラインドでは、前後一対のラダーコード２を吊下するチルトドラム
５１と、昇降コード１０を巻き取り、或いは巻き戻し可能に吊下する巻取ドラム５２とを
回転可能に支持する支持部材５が、ヘッドボックス１の左右両側及びその中央に配設され
ている。
【００２０】
　本実施形態の横型ブラインドは、ヘッドボックス１の左右両側及びその中央から吊下す
るラダーコード２を介して多数段のスラット３が支持され、そのラダーコード２の下端に
ボトムレール４が吊下支持されている。ヘッドボックス１は、複数のブラケット６を介し
て天井面等の取付面へ固定される。
【００２１】
　また、ヘッドボックス１から、例えば室外側又は室内側のラダーコード２に併設して複
数の昇降コード１０が垂下され、その昇降コード１０の一端にボトムレール４が取着され
ている。
【００２２】
　本実施形態の横型ブラインドでは、前後一対のラダーコード２を吊下するチルトドラム
５１と、昇降コード１０を巻き取り、或いは巻き戻し可能に吊下する巻取ドラム５２とを
回転可能に支持する支持部材５が、ヘッドボックス１の左右両側及びその中央に配設され
ている。
【００２３】
　また、各支持部材５におけるチルトドラム５１及び巻取ドラム５２に、駆動軸１１が相
対回転不能に挿通されている。
【００２４】
　この駆動軸１１が回転されると、チルトドラム５１が回転し、ラダーコード２により吊
下支持された多数段のスラット３の角度が調整されるようになっている。また、駆動軸１
１が回転されると、多数段のスラット３の角度が水平方向に対して略垂直方向にチルトさ
れた後、当該巻取パイプ５２による昇降コード１０の巻き取り、又は巻き戻しが行われ、
ボトムレール４を昇降させることによりスラット３を昇降させることができる。
【００２５】
　ヘッドボックス１の右端部側には、図２及び図３を参照して詳細は後述するが、操作コ
ード７７によって当該駆動軸１１の回転を操作する操作装置７が配置される。そして、操
作コード７７は操作装置７内で自動的に巻き上げ可能に構成される。尚、操作コード７７
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の下端は、操作装置７に対して左右方向に相対的にスライド可能に吊下支持される操作棒
８内に挿通された後、操作つまみ９に取着される。
【００２６】
　従って、操作コード７７は操作装置７によって常に巻上力が働いており、操作つまみ９
の非操作時には常に、操作つまみ９が操作棒８の下端に当接する位置にある。
【００２７】
　また、ヘッドボックス１内には、当該駆動軸１１の回転をロック可能なブレーキ装置１
２が設けられる。
【００２８】
　そして、操作つまみ９を操作することで、当該駆動軸１１の回転を操作し、当該支持部
材５を介してラダーコード２により吊下支持された多数段のスラット３の角度を調整する
ことや、昇降コード１０により多数段のスラット３を昇降させることができる。
【００２９】
　以下、より具体的に、本実施形態の操作装置７の構成及び動作について説明する。
【００３０】
（操作装置）
　図２は、本発明による一実施形態の横型ブラインドにおける操作装置７の概略構成を示
す斜視図である。また、図３は、操作装置７の概略構成を示す分解斜視図である。
【００３１】
　まず、図２を参照するに、操作装置７は、キャリア７２、一対の出力ベベルギヤ７３ａ
，７３ｂ、入力ベベルギヤ７４、リール７５、ワンウェイクラッチ７６、操作コード７７
、ぜんまいケース７８、及びぜんまい７９を備えるよう実線で示す下ケース７０、及び破
線で示す上ケース７１によって収容される。また、操作コード７７の下端は、操作装置７
に対して左右方向に相対的にスライド可能に吊下支持される操作棒８内に挿通された後、
操作つまみ９に取着される。
【００３２】
　続いて、図３を参照しながら、操作装置７の構造を説明する。尚、上ケース７１の形状
は、下ケース７０とほぼ同様とすることができるため、以下の説明では主として下ケース
７０を基に説明するものとし、図３では上ケース７１の図示を省略している。
【００３３】
　一対の出力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの各々は、互いに同一形状であるが、それぞれ歯
すじを回転軸７３２に対して斜めに形成した歯部７３１が形成されている。そして、一対
の出力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの各々における歯部７３１の両側から、それぞれ短尺及
び長尺に突出する回転軸７３２には、四角棒状の駆動軸１１を相対回転不能に挿通する四
角孔７３３が設けられている。
【００３４】
　そして、一対の出力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの各々は、長尺に突出する回転軸７３２
の先端が図２に示すように互いに当接して対向するよう配置され、それぞれの短尺に突出
する回転軸７３２は、図３に示す下ケース７０における支持壁７０２，７０３にて回転可
能に支持される。これにより、一対の出力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの各々は、各回転軸
７３２に駆動軸１１が挿通されて互いに対向するように下ケース７０及び上ケース７１に
よって収容されると、前後・左右・上下にガタツキなく支持壁７０２，７０３にて回転可
能に支持される。尚、図３に示すように、下ケース７０（上ケース７１も同様）には、駆
動軸１１との干渉を避けるため、対応する壁部に丸凹７０４が形成されている。
【００３５】
　入力ベベルギヤ７４は、一対の出力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの各歯部７３１と噛合可
能な歯部７４１が形成されている。そして、入力ベベルギヤ７４における歯部７４１の両
側から、それぞれ短尺に突出する回転軸７４２が形成され、尚且つ一方の回転軸７４２に
は図３に示すように嵌合軸７４３が伸びている。入力ベベルギヤ７４の両側から短尺に突
出する各回転軸７４２は、キャリア７２の板状部７２０から立直する一対の支持壁７２１
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，７２２により回転可能に支持される。尚、入力ベベルギヤ７４がキャリア７２の一対の
支持壁７２１，７２２から離脱しないよう上方から支持抑えを行う部材を設けるのが好適
である（図示せず）。
【００３６】
　ワンウェイクラッチ７６は、外側ドラム７６１と内側ドラム７６２の二重ドラム構造と
なっており、外側ドラム７６１が図示右回りに回転するときには内側ドラム７６２も遅延
なく回転するよう伝達されるが、外側ドラム７６１が図示左回りに回転するときには内側
ドラム７６２は回転せず、外側ドラム７６１が内側ドラム７６２に対し空転（相対回転）
し回転伝達されないようになっている。
【００３７】
　そして、入力ベベルギヤ７４の一方の回転軸７４２から延びる嵌合軸７４３が、ワンウ
ェイクラッチ７６における内側ドラム７６２の嵌合軸孔７６３に相対回転不能に嵌合する
ようになっている。
【００３８】
　ワンウェイクラッチ７６は、リール７５の回転軸７５１内に設けられている空洞部７５
１ａに収容されるようになっており、尚且つワンウェイクラッチ７６における外側ドラム
７６１の外周壁が空洞部７５１ａの周壁に対し相対回転不能に固着される。
【００３９】
　このため、リール７５が図示右回りに回転するときには入力ベベルギヤ７４も遅延なく
回転するよう伝達されるが、リール７５が図示左回りに回転するときには入力ベベルギヤ
７４は回転しないようになっている。
【００４０】
　リール７５は、図３に示すように、回転軸７５１に一端を取着した操作コード７７を図
示左回りに回転するときに巻き取り、図示右回りに回転するときに巻き戻すように構成さ
れ、操作コード７７の巻き取り量に応じた径の一対の円板体７５２が、その回転軸７５１
に形成されている。そして、リール７５の一方の側面には、上述したように、ワンウェイ
クラッチ７６を収容しその外側ドラム７６１の外周壁を固着するための空洞部７５１ａが
形成されているが、リール７５の他方の側面には丸軸７５３が突出している。この丸軸７
５３は、ぜんまいケース７８の丸筒状の本体部７８１から突出する支持軸７８３の中心に
設けられる透孔７８３ａに対し、相対回転可能に挿通されて支持される。そして、その丸
軸７５３には、ぜんまい７９の一端７９１を係止するための切欠き７５３ａが形成されて
いる。
【００４１】
　ぜんまいケース７８は、丸筒状の本体部７８１には、ぜんまい７９のほぼ全体を収容す
る収容部７８１ａが形成されるとともに、ぜんまい７９の他端７９２を係止するための切
欠き７８１ｂが形成されている。そして、リール７５の丸軸７５３がぜんまいケース７８
の支持軸７８３の中心に設けられる透孔７８３ａに対し、相対回転可能に挿通されて支持
されて、その切欠き７５３ａにぜんまい７９の一端７９１が係止され、尚且つぜんまいケ
ース７８における本体部７８１の切欠き７８１ｂにぜんまい７９の他端７９２が係止され
た状態では、常に、操作コード７７を巻き取る方向に付勢力を生じさせるようになってい
る。
【００４２】
　ぜんまいケース７８の丸筒状の本体部７８１から突出する支持軸７８３は、キャリア７
２の板状部７２０から立直する支持壁７２３により支持される。
【００４３】
　従って、入力ベベルギヤ７４、リール７５、ワンウェイクラッチ７６、ぜんまいケース
７８、及びぜんまい７９は、キャリア７２に対して直接又は間接的に支持されている。
【００４４】
　キャリア７２の板状部７２０には、本例では六角筒状の操作棒８の上端を下方から固着
するための固着孔７２５が形成されており、リール７５の回転軸７５１に一端を取着され
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て垂下される操作コード７７の他端は、この固着孔７２５に固定される操作棒８内に挿通
された後、操作つまみ９に取着される。
【００４５】
　また、キャリア７２の板状部７２０の下面には丸脚７２４が適所に形成され、下ケース
７０の底部７０１に載置される。このとき、下ケース７０（上ケース７１も同様）の底部
７０１には、操作棒８の六角状の最大径より十分に大きい丸孔状の透孔７０７ａ，７０７
ｂを連結した略メガネ状の透孔７０７が形成されており、この透孔７０７ａ又は７０７ｂ
に操作棒８が挿通されると、操作棒８が透孔７０７ａと透孔７０７ｂとの間で狭圧して移
動可能にしている。
【００４６】
　そして、キャリア７２の板状部７２０は、下ケース７０の周囲の側壁及び支持壁７０２
，７０３，７０５により前後にガタツキなく収容される。
【００４７】
　一方で、ぜんまいケース７８における本体部７８１には、左右方向に一対の四角棒体７
８２が形成されている。この一対の四角棒体７８２は、図３に示す下ケース７０（上ケー
ス７１も同様）における支持壁７０５にて左右方向のスライドを許容するよう支持され、
同じく本体部７８１も下ケース７０（上ケース７１も同様）における支持壁７０６にて左
右方向のスライドを許容するよう支持される。尚、ぜんまいケース７８は、下ケース７０
及び図示しない上ケース７１によって左右方向のスライドは許容されるが、相対回転不能
に支持される。これにより、キャリア７２は、前後・上下にガタツキなく収容され、左右
方向のスライドのみが許容される。
【００４８】
　また、操作棒８が透孔７０７ａに位置して、キャリア７２の板状部７２０が下ケース７
０の底部７０１に載置されている状態では、入力ベベルギヤ７４の歯部７４１が出力ベベ
ルギヤ７３ａの歯部７３１と噛み合うが、出力ベベルギヤ７３ｂの歯部７３１とは噛み合
わないようになっている。
【００４９】
　同じく、操作棒８が透孔７０７ｂに位置して、キャリア７２の板状部７２０が下ケース
７０の底部７０１に載置されている状態では、入力ベベルギヤ７４の歯部７４１が出力ベ
ベルギヤ７３ｂの歯部７３１と噛み合うが、出力ベベルギヤ７３ａの歯部７３１とは噛み
合わないようになっている。
【００５０】
　これにより、操作棒８の左右方向のスライド操作でキャリア７２が同方向へ移動し、出
力ベベルギヤ７３ａ，７３ｂの歯部７３１一方へと入力ベベルギヤ７４の歯部７４１の噛
合を切り替えることができる。そして、操作棒８が透孔７０７ａと透孔７０７ｂとの間で
狭圧して移動可能にしているため、操作棒８が透孔７０７ａ（又は７０７ｂ）に位置する
とき状態を安定化させることができるとともに、当該切り替えに係る操作にクリック感を
持たせることができる。
【００５１】
　操作棒８が透孔７０７ｂに位置しているときの操作装置７の平面図を図４（ａ）に、操
作棒８が透孔７０７ａに位置しているときの操作装置７の平面図を図４（ｂ）に示してい
る。
【００５２】
　図４（ａ）に示すように、操作装置７において操作棒８を右方へスライド操作を行った
ときを示しており、この状態を「右操作端」として称することとするが、操作棒８が透孔
７０７ｂに位置してキャリア７２が右方にスライドされる（白抜き矢印）。すると、キャ
リア７２に載置される入力ベベルギヤ７４、リール７５、ワンウェイクラッチ７６、ぜん
まいケース７８、及びぜんまい７９は、下ケース７０に対し相対的に右寄りに位置して、
入力ベベルギヤ７４の歯部７４１が出力ベベルギヤ７３ｂの歯部７３１と噛み合うが、出
力ベベルギヤ７３ａの歯部７３１とは噛み合わないようになる。
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【００５３】
　従って、図４（ａ）に示すように、操作装置７において操作棒８を右操作端へとスライ
ド操作した後、操作コード７７の引き出し操作でリール７５を図示矢印方向に回転させる
と、駆動軸１１は図示矢印方向（逆回転）に回転するよう伝達される。
【００５４】
　同様に、図４（ｂ）に示すように、操作装置７において操作棒８を左方へスライド操作
を行ったときを示しており、この状態を「左操作端」として称することとするが、操作棒
８が透孔７０７ａに位置してキャリア７２が左方にスライドされる（白抜き矢印）。する
と、キャリア７２に載置される入力ベベルギヤ７４、リール７５、ワンウェイクラッチ７
６、ぜんまいケース７８、及びぜんまい７９は、下ケース７０に対し相対的に左寄りに位
置して、入力ベベルギヤ７４の歯部７４１が出力ベベルギヤ７３ａの歯部７３１と噛み合
うが、出力ベベルギヤ７３ｂの歯部７３１とは噛み合わないようになる。
【００５５】
　従って、図４（ｂ）に示すように、操作装置７において操作棒８を左操作端へとスライ
ド操作した後、操作コード７７の引き出し操作でリール７５を図示矢印方向に回転させる
と、駆動軸１１は図示矢印方向（正回転）に回転するよう伝達される。
【００５６】
　このように、本実施形態の操作装置７は、操作棒８を左操作端へとスライド操作するか
、右操作端へとスライド操作するかによって、操作コード７７の引き出し操作のみで駆動
軸１１の回転方向を切り替えることができる。
【００５７】
　また、操作つまみ９を用いて操作コード７７の引き出し操作後に操作つまみ９を手放す
と、操作コード７７は操作装置７内でリール７５にて自動的に巻き上げられるため、非操
作時では操作つまみ９が操作棒８の下端へと定常的に位置するようになる。
【００５８】
（全体動作）
　次に、図５及び図６を参照して、本発明による一実施形態の横型ブラインドにおける全
体動作を説明する。
【００５９】
　図５（ａ）乃至（ｄ）には、それぞれ本実施形態の横型ブラインドにおける下降操作か
らボトムレール４の下限時のスラット３を水平状態にするまでの一連の動作を示している
。
【００６０】
　ボトムレール４が上方に位置してスラット３が畳み込まれていた状態から、図５（ａ）
に示すように、操作棒８を左操作端へとスライド操作した後、操作つまみ９を用いて操作
コード７７の引き出し操作を行うことで、スラット３を全閉に傾斜させた状態のままボト
ムレール４を下降させることができる。
【００６１】
　続いて、図５（ｂ）に示すように、ボトムレール４が所定位置（図示する例では下限位
置）に到達した状態で、スラット３を全閉に傾斜させた状態のまま操作つまみ９を手放す
と、操作つまみ９が操作棒８の下端へと位置するまで操作コード７７が自動的に巻き上げ
られる。
【００６２】
　続いて、図５（ｃ）に示すように、スラット３を全閉に傾斜させた状態のまま、操作棒
８を右操作端へとスライド操作した後、操作つまみ９を用いて操作コード７７の引き出し
操作を行うことで、スラット３を任意の角度（図示する例では水平）へと角度調整するこ
とができる。
【００６３】
　続いて、図５（ｄ）に示すように、スラット３を任意の角度（図示する例では水平）の
状態のまま操作つまみ９を手放すと、操作つまみ９が操作棒８の下端へと位置するまで操
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作コード７７が自動的に巻き上げられる。
【００６４】
　続いて、図６（ａ）乃至（ｄ）には、それぞれ本実施形態の横型ブラインドにおける下
限時のボトムレール４及びスラット３を水平状態から上昇させるまでの一連の動作を示し
ている。
【００６５】
　図６（ａ）には、スラット３が水平状態で操作棒８を右操作端に位置させている状態を
示している。
【００６６】
　この図６（ａ）に示す状態から、図６（ｂ）に示すように、操作棒８を右操作端とした
まま、操作つまみ９を用いて操作コード７７の引き出し操作を行うことで、スラット３を
逆方向へ任意の角度（図示する例では逆全閉に傾斜させた状態）へと角度調整することが
できる。
【００６７】
　続いて、図６（ｃ）に示すように、例えばスラット３を逆全閉に傾斜させた状態のまま
操作つまみ９を手放すと、操作つまみ９が操作棒８の下端へと位置するまで操作コード７
７が自動的に巻き上げられる。
【００６８】
　続いて、図６（ｄ）に示すように、操作棒８を右操作端としたまま、操作つまみ９を用
いて操作コード７７の引き出し操作を行うことで、スラット３を逆全閉に傾斜させた状態
のままボトムレール４を上昇させることができる。
【００６９】
　以上のように、本実施形態の横型ブラインド及びその操作装置７によれば、１つの駆動
軸１１でスラット３の昇降及び角度調節を行う際に、従来のような無端状の操作コードを
用いた操作よりも分かりやすい操作となり、その操作性を高めることができる。
【００７０】
　また、本実施形態の横型ブラインド及びその操作装置７によれば、従来のような無端状
の操作コードを用いた構成とは異なりループ状としていないため、安全性を高めることが
できる。
【００７１】
　以上、特定の実施形態の例を挙げて本発明を説明したが、本発明は前述の実施形態の例
に限定されるものではなく、その技術思想を逸脱しない範囲で種々変形可能である。例え
ば、上述した実施形態の例では、横型ブラインドの前方に操作装置７から操作棒８を吊下
支持し、操作棒８を左右方向へスライドさせて駆動軸１１の回転方向を切り替える例を説
明したが、このようなスライド方向は左右方向に限定する必要はない。例えば、横型ブラ
インドの前方或いは側方に操作装置７を配置して操作棒８を前後方向のスライドで、或い
は曲線的、Ｖ字的なスライドにより、駆動軸１１の回転方向を切り替える構成とすること
も可能である。
【００７２】
　従って、下ケース７０に対してキャリア７２を相対移動させるスライドは、直線的、曲
線的、Ｖ字的なスライドを含む。
【００７３】
　また、上述した実施形態の例では、入出力の回転伝達に関してベベルギヤを例に説明し
たが、入出力の回転伝達に関して構成するギヤ機構は適宜選択できるとし、これに限定す
る必要はない。ただし、ベベルギヤを採用することで、操作装置の小型化を容易に実現で
きる。
【００７４】
　また、上述した実施形態の例では、主として１つの駆動軸でスラットの昇降及び角度調
節を行う横型ブラインドの例を説明したが、このような駆動軸の回転方向の操作を要する
遮蔽装置であれば、横型ブラインドに限らず、プリーツスクリーン、ローマンシェード、
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縦型ブラインドやロールスクリーン等への応用も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明によれば、操作性・安全性を高めた操作装置を構成できるので、駆動軸の回転方
向の操作を要する遮蔽装置の用途に有用である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　ヘッドボックス
　２　ラダーコード
　３　スラット
　４　ボトムレール
　５　支持部材
　７　操作装置
　８　操作棒
　９　操作つまみ
　７０　下ケース
　７１　上ケース
　７２　キャリア
　７３ａ，７３ｂ　出力ベベルギヤ
　７４　入力ベベルギヤ
　７５　リール
　７６　ワンウェイクラッチ
　７７　操作コード
　７８　ぜんまいケース
　７９　ぜんまい
【図１】 【図２】
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